
後
宮
職
員
令
の
妃
・
夫
人
・
嬪
条
の
出
自
規
定
と
皇
后

鈴

木

織

恵

は
じ
め
に

日
本
古
代
に
お
い
て
「
皇
后
」
は
、
君
主
で
あ
る
「
天
皇
」
の
正
妻
の
称
号
で
あ
る
。
天
武
皇
后
の
鸕
野
讚
良
皇
女
（
天
智
天
皇
女
、
の
ち

の
持
統
天
皇
）
の
時
に
採
用
さ
れ
、
持
統
三
年
（
六
八
九
）
に
頒
布
さ
れ
た
飛
鳥
浄
御
原
令
か
ら
法
制
化
さ
れ
た(1
)が

、
そ
れ
以
前
は
「
大
王
」

号
と
対
を
な
す
「
大
后
」
を
称
し
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る(2
)。

七
〇
一
年
の
大
宝
律
令
に
よ
っ
て
、
天
皇
の
複
数
の
妻
は
そ
の
出
自
に
よ
っ
て
「
皇
后
」「
妃
」「
夫
人
」「
嬪
」(3
)に

序
列
化
さ
れ
た
と
考
え

ら
れ
る
が
、
皇
后
号
採
用
以
前
は
大
王
の
複
数
の
妻
で
あ
る
キ
サ
キ
は
「
后
」
の
う
ち
最
上
位
の
妻
を
「
大
后
」
と
称
し
た
ら
し
く
「
后
」
の

称
は
出
自
に
よ
っ
て
差
別
化
さ
れ
て
い
な
か
っ
た(4
)。

ま
た
大
王
の
母
も
「
大
后
」
を
称
し
て
お
り
、
天
皇
の
妻
や
母
の
称
が
「
皇
后
」「
皇
太

后
」「
太
皇
太
后
」
等
の
称(5
)に

分
け
ら
れ
る
の
も
大
宝
令
以
降
で
あ
る
。

通
説
で
は
、
皇
后
は
①
天
皇
（
大
王
）
の
妻
「
キ
サ
キ
」
の
最
上
位
者
で
あ
る
「
オ
オ
キ
サ
キ
」
を
『
古
事
記
』
で
は
「
大
后
」、『
日
本
書

記
』
で
は
中
国
の
制
に
倣
っ
て
「
皇
后
」
と
表
記
し(6
)、

②
大
宝
律
令
制
定
以
降
、
後
宮
職
員
令(7
)の

規
定
か
ら
、
天
皇
の
キ
サ
キ
は
皇
后
・
妃
・

夫
人
・
嬪
に
序
列
化
さ
れ
、
皇
后
は
内
親
王
よ
り
選
出
す
る
の
を
原
則
と
す
る
、
と
し
て
い
る
。
皇
后
の
出
自
を
内
親
王
と
す
る
根
拠
に
は
、

③
律
令
に
皇
后
の
出
自
規
定
は
な
い
が
、
④
『
日
本
書
紀
』
で
は
仁
徳
天
皇
か
ら
天
武
天
皇
に
至
る
歴
代
皇
后
が
い
ず
れ
も
皇
女
で
あ
る
こ
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と
、
⑤
後
宮
職
員
令
妃
条
で
は
妃
の
出
自
を
「
右
四
品
以
上
」
と
す
る
こ
と
、
⑥
「
品
」
は
親
王
・
内
親
王
の
み
に
与
え
ら
れ
る
位
階(8
)で

あ
る

こ
と
か
ら
、
令
文
で
は
妃
の
上
位
で
あ
る
皇
后
の
出
自
を
内
親
王
に
想
定
し
て
い
る
こ
と
が
岸
俊
男
氏
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ(9
)て

い
る
。

「
皇
后
」
は
中
国
の
制
に
倣
っ
て
採
用
さ
れ
た
天
皇
の
正
妻
の
称
号
で
あ
る
が
、
中
国
に
は
同
姓
不
婚
の
原
則(10
)が

あ
り
、
中
国
律
令
で
は
皇

后
の
出
自
に
皇
帝
の
娘
で
あ
る
「
公
主
」
を
想
定
す
る
条
文
は
な
い
。
日
本
で
加
え
ら
れ
た
規
定
だ
と
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
岸

俊
男
氏
は
「
仁
徳
皇
后
の
葛
城
襲
津
彦
女
の
磐
之
媛
命
と
武
烈
皇
后
の
出
自
未
詳
の
春
日
娘
子
以
外
、
皇
后
は
す
べ
て
天
皇
の
皇
女
ま
た
は
皇

族
た
る
王
の
女
に
限
ら
れ
て
い
る
」
と
指
摘
し
、「
皇
后
・
妃
が
豪
族
出
身
の
夫
人
以
下
と
区
別
さ
れ
て
皇
族
に
限
ら
れ
て
い
る
こ
と
の
淵
源

は
ふ
か
い(11
)」

と
結
論
づ
け
て
お
り
、
日
本
で
は
律
令
制
定
以
前
よ
り
王
権
内
部
で
婚
姻
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
こ
の
「
伝

統
」
が
後
宮
職
員
令
妃
条
の
「
四
品
以
上(12
)」

の
規
定
に
反
映
さ
れ
、
皇
后
は
内
親
王
よ
り
選
出
す
る
こ
と
を
規
定
し
た
と
す
る
が
、
令
制
後
初

の
皇
后
は
藤
原
安
宿
媛
(光
明
皇
后
)で
、
奈
良
時
代
以
降
は
藤
原
氏
出
身
の
皇
后
が
目
立
ち
、
皇
后
の
出
自
は
、
必
ず
し
も
内
親
王
に
限
定
さ

れ
な
か
っ
た
。

そ
こ
で
本
論
で
は
、
皇
后
の
出
自
規
定
に
つ
い
て
、『
古
事
記
』
の
「
大
后
」
と
、『
日
本
書
紀
』
の
皇
女
立
后
を
比
較
し
て
、
皇
后
の
出
自

に
内
親
王
を
想
定
す
る
後
宮
職
員
令
妃
・
夫
人
・
嬪
条
の
成
立
過
程
に
つ
い
て
先
行
研
究
を
再
検
討
す
る
こ
と
を
課
題
と
し
た
い
。

第
一
節

光
明
子
の
立
后
宣
命
に
お
け
る
仁
徳
皇
后
の
磐
之
媛

光
明
子
の
立
后
宣
命

大
宝
律
令
の
制
定
後
、
初
め
て
皇
后
と
な
っ
た
の
は
、
聖
武
天
皇
の
夫
人
の
地
位
に
あ
っ
た
藤
原
光
明
子
で
あ
る
。
光
明
子
は
通
称
で
、
諱

を
安
宿
媛
と
い
い
、「
藤
三
娘(13
)」

の
自
著
が
残
さ
れ
て
い
る
。
光
明
子
の
父
は
藤
原
不
比
等
、
母
は
県
犬
養
橘
三
千
代
で
、
大
宝
元
年
（
七
〇

一
）
に
誕
生
し
、
和
銅
七
年
（
七
一
四
）
に
立
太
子
し
た
首
皇
子
（
聖
武
）
に
入
侍
、
長
屋
王
の
変
後
の
天
平
元
年
（
七
二
九
）
八
月
に
立
后
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し
た
。

立
后
は
天
平
元
年
八
月
十
日
に
「
戊
辰
。
詔
立
二
正
三
位
藤
原
夫
人
一
為
二
皇
后
一。(14
)」

と
あ
り
、
立
后
の
宣
命
が
出
る
の
は
二
四
日
に
な
っ
て

か
ら
で
あ
る(15
)。

こ
の
宣
命
で
は
聖
武
天
皇
が
「
藤
原
夫
人
」
で
あ
る
光
明
子
を
立
后
さ
せ
た
理
由
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
、
仁
徳
皇

后
と
な
っ
た
葛
城
襲
津
彦
女
の
磐
之
媛
を
例
に
挙
げ
、
光
明
子
の
立
后
が
初
例
で
は
な
い
こ
と
協
調
し
て
い
る(16
)。

藤
原
氏
出
身
の
光
明
子
が
立
后
し
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
直
前
の
二
月
に
は
長
屋
王
の
変
で
、
長
屋
王
と
妃
の
吉
備
内
親
王
、
子
の
膳
夫

王
、
桑
田
王
、
葛
木
王
、
鉤
取
王
が
自
殺
に
追
い
込
ま
れ
て
い
る(17
)こ

と
か
ら
、
岸
俊
男
氏
は
長
屋
王
の
変
後
の
光
明
立
后
を
「
藤
原
四
子
に
よ

る
光
明
子
の
即
位
を
も
視
野
に
い
れ
た
立
后
で
あ
っ
た(18
)」

と
意
義
づ
け
て
、
長
屋
王
の
変
を
藤
原
四
子
の
陰
謀
と
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
、

新
川
登
亀
男
氏
は
、
聖
武
の
立
后
宣
命
で
「
伊
波
乃
比
売
命
皇
后(19
)」

と
仁
徳
皇
后
の
磐
之
媛
の
先
例
を
挙
げ
て
光
明
子
立
后
が
初
例
で
な
い
こ

と
を
強
調
す
る
点
に
着
目
し
、
遣
唐
使
帰
国
後
に
首
皇
太
子
（
の
ち
の
聖
武
天
皇
）
の
東
宮
侍
講
と
な
っ
た
山
上
憶
良
が
編
纂
し
た
と
さ
れ
る

『
類
聚
歌
林
』
に
磐
之
媛
の
詠
歌
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
聖
武
は
入
内
直
後
よ
り
光
明
子
の
立
后
を
視
野
に
入
れ
て
い
た
こ
と
を
指
摘
す
る(20
)。

こ

の
こ
と
は
当
初
よ
り
内
親
王
か
ら
皇
后
を
選
出
す
る
規
定
が
運
用
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
を
示
す
こ
と
に
な
る
。

『古
事
記
』
に
お
け
る
皇
后
の
出
自

こ
の
点
に
つ
い
て
、
改
め
て
『
古
事
記
』『
日
本
書
紀
』
に
お
け
る
皇
后
の
出
自
を
確
認
し
よ
う
。

は
じ
め
に
、
で
述
べ
た
よ
う
に
、
皇
后
は
『
古
事
記
』
で
は
「
大
后
」、『
日
本
書
記
』
で
は
中
国
の
制
に
倣
っ
て
「
皇
后
」
と
表
記
さ
れ
て

お
り
、『
日
本
書
紀
』
で
は
ほ
ぼ
全
て
の
天
皇
が
皇
后
を
立
て
て
い
る
。
し
か
し
『
古
事
記
』
の
な
か
で
「
大
后
」
と
表
記
さ
れ
る
キ
サ
キ
は

六
例
、「
皇
后
」
は
三
例
の
み
で
、『
日
本
書
紀
』
に
お
け
る
「
皇
后
」
が
全
て
、『
古
事
記
』
で
「
大
后
」
と
表
記
さ
れ
て
い
る
訳
で
は
な
い
。

『
古
事
記
』
の
「
大
后
」
と
「
皇
后
」
の
例
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

（
１
）
垂
仁
記
「
大
后
比
婆
須
比
売
命
」
※
紀
で
は
「
日
葉
酢
媛
命
」
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（
２
）
仲
哀
記
「
大
后
息
長
帯
日
売
命
」
※
紀
で
は
「
気
長
足
姫
尊
」（
い
わ
ゆ
る
神
功
皇
后
）

「
凡
帯
中
津
日
子
天
皇
（
仲
哀
）
之
御
年
、
伍
拾
弐
歳
。〈
壬
戌
年
六
月
十
一
日
崩
也
。〉
御
陵
在
河
内
惠
賀
之
長
江
也
。〈
皇
后
（
息

長
帯
日
売
）
御
年
一
百
歳
崩
。
葬
于
狹
城
楯
列
陵
也
。〉」

（
３
）
仁
徳
記
「
石
之
日
売
命
〈
大
后
〉」
※
紀
で
は
「
磐
之
媛
」

（
４
）
安
康
記
「
天
皇
大
怒
、
殺
二
大
日
下
王
一
而
、
取
二-持
-来
其
王
之
嫡
妻
一、
長
田
大
郎
女
、
為
レ
皇
后
。（
中
略
）
於
レ
是
其
大
后
先
子
、
目

弱
王
、
是
年
七
歳
、
是
王
当
于
其
時
而
、
遊
二
其
殿
下
一。」
※
紀
で
は
「
中
蒂
姫
命
」

（
５
）
雄
略
記
「
天
皇
、
娶
二
大
日
下
王
之
妹
、
若
日
下
部
王
一
〈
无
子
〉。
初
大
后
坐
二
日
下
之
時
一
」

※
紀
で
は
「
香
幡
梭
姫
皇
女
」

（
６
）
清
寧
記
「
此
天
皇
、
無
皇
后
」

（
７
）
継
体
記
「
手
白
髮
命
〈
是
大
后
也
。〉」
※
紀
で
は
「
手
白
髮
皇
女
」

こ
の
う
ち
、
皇
女
は
（
４
）
長
田
大
郎
女
（
履
中
皇
女
）、（
５
）
若
日
下
部
王
（
仁
徳
皇
女
）、（
７
）
手
白
髮
命
（
仁
賢
皇
女
）
の
三
人
、

王
女
は
（
１
）
比
婆
須
比
売
命
（
丹
波
道
主
王
命
女
、
三
世
王
）、（
２
）
息
長
帯
日
売
命
（
息
長
宿
禰
王
女
、
五
世
王
）
の
二
人
、
氏
族
出
身

は
（
３
）
石
之
日
売
命
（
葛
城
襲
津
彦
女
）
の
一
人
で
あ
る
。
確
か
に
氏
族
出
身
の
大
后
は
一
例
の
み
だ
が
、『
古
事
記
』
の
三
三
代
の
天
皇

の
キ
サ
キ
の
う
ち
「
大
后
（
皇
后
）」
を
冠
す
る
皇
女
は
三
例
、
王
女
は
二
例
の
み
で
あ
り
、
こ
こ
か
ら
岸
俊
男
氏
の
指
摘
す
る
よ
う
に
、
磐

之
媛
と
春
日
娘
子
の
二
例
を
除
き
「
皇
后
は
す
べ
て
天
皇
の
皇
女
ま
た
は
皇
族
た
る
王
の
女
に
限
ら
れ
て
い
る
」
と
結
論
づ
け
る
の
は
早
計
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
こ
か
ら
『
古
事
記
』
編
纂
段
階
で
は
、
伝
承
上
の
「
大
王
」
に
「
天
皇
」
を
追
号
す
る
作
業
は
終
了
し
て
い
た
も
の

の
、
伝
承
上
の
大
王
の
キ
サ
キ
に
「
皇
后
」
を
追
号
す
る
作
業
は
終
了
し
て
い
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
疑
問
が
浮
か
ぶ
。

『古
事
記
』
と
『
日
本
書
紀
』
の
成
立
年
代
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こ
の
疑
問
に
対
し
、『
古
事
記
』
の
成
立
年
代
は
偽
書
説
も
含
め
て
、
序
文
の
「
和
銅
五
年
正
月
二
八
日
」
が
本
文
の
成
立
を
保
証
し
な
い

と
い
う
指
摘
か
ら
、『
日
本
書
紀
』
に
先
行
し
て
成
立
し
た
こ
と
を
疑
う
見
解
が
古
く
か
ら
根
強
く
あ
る
。

先
行
研
究
で
は
、
三
浦
祐
之
氏
は
『
古
事
記
』
序
文
は
上
表
文
の
形
式
で
あ
る
こ
と
か
ら
後
世
の
加
筆(21
)と

し
、
①
上
代
特
殊
仮
名
遣
い
に
お

け
る
「
も
」
の
甲
・
乙
二
種
の
書
き
分
け
、
②
后
妃
本
人
が
氏
族
の
「
祖
」
と
な
る
記
事
や
「
母
―
女
」
系
譜
を
も
つ
記
事
が
、『
日
本
書
紀
』

で
は
男
系
系
譜
に
書
き
換
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
本
文
は
七
世
紀
後
半
頃
の
も
の
だ
と
し
て
い
る
。
一
方
、
矢
島
泉
氏(22
)は

、
③
古
事
記
偽

書
説
の
根
拠
に
挙
げ
ら
れ
る
平
安
初
期
ま
で
『
古
事
記
』
が
『
続
日
本
紀
』
な
ど
の
他
の
史
料
に
現
れ
な
い
点
に
つ
い
て
、
そ
の
成
立
に
つ
い

て
外
部
資
料
に
よ
る
保
障
を
も
た
な
い
の
は
『
古
事
記
』
だ
け
で
は
な
く
、『
出
雲
国
風
土
記
』
や
『
万
葉
集
』
も
同
様
で
あ
る
こ
と
、
④
内

容
が
七
世
紀
末
の
時
代
性
を
示
す
一
方
、
序
文
の
内
容
が
天
武
朝
に
お
け
る
帝
紀
・
旧
辞
の
撰
録
を
示
す
事
実
と
合
致
す
る
こ
と
を
指
摘
し
、

⑤
『
古
事
記
』
は
、
草
壁
皇
子
の
皇
位
継
承
を
保
障
す
る
予
定
で
あ
っ
た
帝
紀
・
旧
辞
の
撰
録
が
、
そ
の
急
死
に
よ
っ
て
役
割
を
失
っ
て
い
た

も
の
で
、
皇
太
子
首
皇
子
（
聖
武
天
皇
）
の
即
位
を
保
障
す
る
目
的
で
、
元
明
天
皇
よ
り
和
銅
四
年
に
編
纂
命
令
が
下
り
、
そ
れ
が
五
年
に
完

成
し
た
も
の
と
し
、
⑥
和
銅
四
年
の
段
階
で
完
成
の
目
途
が
つ
い
て
い
な
か
っ
た
『
日
本
書
紀
』
に
か
わ
っ
て
、「
さ
し
あ
た
っ
て
撰
進
さ
せ

た
史
書(23
)」

と
の
青
木
和
夫
氏
の
説
を
支
持
し
、
⑧
そ
れ
に
よ
っ
て
『
日
本
書
紀
』
成
立
以
降
は
、
そ
の
地
位
を
低
下
さ
せ
た
と
指
摘
し
て
い

る
。ま

た
筆
者
も
⑨
『
続
日
本
紀
』
は
「
太
安
麻
呂
」
と
あ
る
が
、
一
九
七
九
年
発
見
の
墓
碑
に
は
、
序
文
と
同
様
に
「
太
安
万
呂
」
で
あ
る
こ

と
か
ら
、
序
は
九
世
紀
前
半
説
の
加
筆
で
は
な
い
と
考
え
る
。
以
上
か
ら
『
古
事
記
』
の
成
立
年
代
は
、
序
文
と
本
文
の
同
時
成
立
と
考
え
、

和
銅
五
年
（
七
一
二
）
の
成
立
と
す
る
。
以
上
の
点
か
ら
『
古
事
記
』
成
立
段
階
で
は
、
歴
代
皇
后
の
追
号
作
業
が
終
了
し
て
お
ら
ず
、
歴
代

天
皇
の
キ
サ
キ
に
「
皇
后
」
が
追
号
さ
れ
た
の
は
『
日
本
書
紀
』
が
元
正
天
皇
に
奏
上
さ
れ
た
七
二
〇
年
で
あ
っ
た
可
能
性
を
指
摘
し
た
い
。

首
皇
子
（
聖
武
天
皇
）
と
光
明
子
の
婚
姻
の
時
期
を
示
す
史
料
は
な
い
が
、
首
皇
子
（
聖
武
天
皇
）
立
太
子
後
の
婚
姻
で
あ
る
可
能
性
が
高

い(24
)。『

日
本
書
紀
』
成
立
以
前
に
、
聖
武
天
皇
が
藤
原
光
明
子
と
婚
姻
し
て
い
た
の
で
あ
れ
ば
、
婚
姻
当
初
は
、
皇
女
（
内
親
王
）
を
皇
后
と
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す
る
「
伝
統
」
を
、
聖
武
天
皇
や
藤
原
氏
が
強
く
意
識
し
て
い
な
か
っ
た
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
。

第
二
節
『
日
本
書
紀
』
の
皇
女
立
后
と
「
大
后
」
堅
塩
媛

先
行
研
究
の
整
理

次
い
で
、
ヤ
マ
ト
王
権
が
、
皇
女
（
令
制
下
で
は
内
親
王
）
を
「
皇
后
」
と
す
る
「
伝
統
」
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
ま
ず
は
、
皇
后
が
皇
女

や
女
王
な
ど
、
天
皇
（
大
王
）
に
連
な
る
系
譜
の
出
自
を
も
つ
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
理
由
に
つ
い
て
、
先
行
研
究
を
ま
と
め
る
と
、

（
一
）
亡
く
な
っ
た
前
大
王
の
霊
を
次
代
の
王
に
付
与
す
る
こ
と
が
大
后
の
役
割
で
、
こ
の
た
め
大
后
は
、
大
王
家
の
血
統
に
も
っ
と
も
近
い

王
族
の
出
身
で
、
新
し
い
大
王
の
母
で
あ
っ
た(25
)。

（
二
）「
イ
イ
ト
ヨ
ノ
郎
女
」（
＝
飯
豊
）
の
よ
う
に
、
皇
統
が
絶
え
よ
う
と
す
る
時
に
「
妹
」
の
霊
力
が
危
機
を
救
う(26
)。

（
三
）
継
体
の
即
位
は
、
手
白
香
（
前
大
王
女
）
と
の
婚
姻
に
よ
る
も
の
で
、
天
皇
は
皇
女
王
を
妻
に
し
て
、
初
め
て
皇
位
の
安
定
を
保
障
さ

れ
る(27
)。

（
四
）
記
紀
に
描
か
れ
る
仁
徳
皇
后
の
磐
之
媛
の
嫉
妬
は
、
氏
族
出
身
の
キ
サ
キ
の
不
安
定
さ
を
示
す(28
)。

と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

記
・
紀
に
登
場
す
る
仁
徳
皇
后
の
磐
之
媛
は
、
仁
徳
天
皇
が
応
神
皇
女
で
あ
る
八
田
皇
女
（
記
で
は
八
田
若
郎
女
）
を
キ
サ
キ
に
迎
え
る

と
、
そ
れ
に
嫉
妬
し
て
別
居
す
る
女
性
と
し
て
描
か
れ
る
が
、
こ
の
点
が
先
行
研
究
で
は
、
皇
女
よ
り
身
分
の
低
い
氏
族
出
身
の
「
皇
后
」
と

の
婚
姻
の
不
安
定
さ
だ
と
指
摘
さ
れ
、
従
来
、
大
王
は
「
霊
力
の
あ
る
皇
女
」
と
の
婚
姻
に
よ
っ
て
位
を
安
定
さ
せ
る
と
結
論
づ
け
ら
れ
て
い

る
。皇

女
や
女
王
と
の
婚
姻
は
、
血
縁
や
霊
力
に
よ
っ
て
前
天
皇
（
大
王
）
と
現
天
皇
と
の
関
係
を
「
つ
な
ぐ
」
も
の
と
意
義
づ
け
ら
れ
て
い
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る
。
女
帝
中
継
論
と
も
共
通
す
る
見
方
で
、
皇
后
と
な
っ
た
皇
女
が
皇
統
の
危
機
の
時
に
即
位
す
る
と
意
義
づ
け
る
研
究
と
同
じ
見
解
を
も
つ

も
の
で
あ
る(29
)が

、
こ
の
指
摘
は
、
ヒ
メ
・
ヒ
コ
制
の
「
女
＝
聖
＝
祭
祀
」「
男
＝
世
＝
政
治
」
に
あ
て
は
め
た
、
旧
来
の
理
解
で
あ
る
と
の
批

判
が
あ
る(30
)。

こ
の
点
に
つ
い
て
、
皇
女
が
皇
后
と
な
る
背
景
に
は
、
父
母
と
も
天
皇
（
大
王
）
系
譜
に
連
な
る
血
統
を
も
つ
こ
と
が
皇
位
継
承
で
重
要
視

さ
れ
る
双
系
制
社
会
で
あ
る
こ
と(31
)が

指
摘
さ
れ
て
お
り
、
皇
后
の
出
自
に
は
母
の
系
譜
が
重
要
視
さ
れ
て
い
た
と
い
う
指
摘
は
、
皇
女
が
皇
后

と
な
る
納
得
の
い
く
理
由
で
あ
る
。

『日
本
書
紀
』
の
皇
女
立
后
と
後
宮
職
員
令
の
妃
・
夫
人
・
嬪
条

し
か
し
『
日
本
書
紀
』
で
は
、
仁
徳
皇
后
の
磐
之
媛
没
後
に
応
神
天
皇
女
の
八
田
皇
女
が
立
后(32
)、

敏
達
皇
后
の
広
姫
（
息
長
真
手
王
女
）
没

後
に
欽
明
天
皇
女
の
額
田
部
皇
女
（
推
古
天
皇
）
が
立
后(33
)す

る
が
、『
古
事
記
』
で
は
磐
之
媛
（
記
で
は
石
之
日
売
）
の
崩
御
記
事
な
ら
び
に

八
田
皇
女
（
記
で
は
八
田
若
郎
女
）
の
立
后
記
事
は
な
く(34
)、

広
姫
（
記
で
は
比
呂
比
売
）
は
額
田
部
皇
女
（
記
で
は
豊
御
食
炊
屋
比
売
）
の
次

位
に
あ
り
大
后
と
称
さ
れ
て
は
い
な
い(35
)。

一
方
、
記
紀
編
纂
以
前
に
制
作
さ
れ
た
天
寿
国
繍
帳
の
銘
文(36
)に

は
、「
大
后
」「
后
」「
母
王
」
の
書
き
分
け
が
あ
り
、
キ
サ
キ
の
序
列
が
確

認
で
き
る
が
、『
日
本
書
紀
』
の
堅
塩
媛
と
考
え
ら
れ
る
同
銘
の
「
吉
多
斯
比
弥
乃
弥
己
等
、
為
大
后
」
は
、『
日
本
書
紀
』
で
は
「
皇
太
夫

人(37
)」

で
あ
る
。「
吉
多
斯
比
弥
乃
弥
」
は
、
ヒ
メ
を
「
比
弥
」
と
表
記
す
る
よ
う
に
古
い
字
音
仮
名
で
の
表
記
が
み
ら
れ
、
記
紀
編
纂
以
前
に

「
大
后
」
と
伝
承
さ
れ
て
い
た
人
物
だ
と
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
の
堅
塩
媛
の
例
か
ら
「
大
后
」
の
伝
承
の
あ
る
人
物
が
全
て
『
日
本
書
紀
』
で

「
皇
后
」
と
称
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。

さ
ら
に
、
用
明
皇
后
で
厩
戸
皇
子
（
聖
徳
太
子
）
母
で
あ
る
「
間
人
孔
部
王
（
紀
で
は
穴
穂
部
間
人
皇
女
）」（
父
は
欽
明
、
母
は
蘇
我
稲
目

女
の
小
姉
君
）
は
「
上
宮
記
」
逸
文
に
、「
多
米
王
〈
父
ハ
用
明

母
ハ
蘇
我
女
也
〉
父
天
皇
崩
後
、
娶
庶
母
間
人
孔
部
王
生
兒
、
佐
富
女
王
、
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一
也(38
)」

と
あ
り
、
用
明
の
死
後
に
、
用
明
と
蘇
我
稲
目
女
の
石
寸
名
の
子
で
あ
る
多
米
王
（
紀
で
は
田
目
皇
子
）
と
の
間
に
佐
富
女
王
を
も
う

け
た
こ
と
が
み
え
る
が
、
こ
う
し
た
記
事
は
『
日
本
書
紀
』
に
は
「
一
書
」
に
さ
え
採
録
さ
れ
て
い
な
い
。

ま
た
『
古
事
記
』
に
は
、
神
武
「
適
后
」
の
伊
須
気
余
理
比
売(39
)（

紀
で
は
皇
后
の
媛
蹈
鞴
五
十
鈴
媛
）
や
、
安
康
大
后
の
長
田
大
郎
女(40
)（

紀

で
は
皇
后
の
中
蒂
姫
命
）
の
よ
う
に
、
皇
后
が
天
皇
以
外
の
皇
親
と
婚
姻
し
て
い
る
記
事
が
散
見
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
大
后
の
再
婚
も
伝
承
さ

れ
て
い
た
こ
と
を
示
す
が
、
大
后
（
皇
后
）
の
再
婚
が
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
に
描
か
れ
て
い
る
。
以
上
か
ら
、
キ
サ
キ
の
伝
承
は
取
捨
選
択
さ
れ
て
い

る
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

こ
の
こ
と
か
ら
記
紀
の
編
纂
に
よ
っ
て
、
天
皇
以
外
と
婚
姻
関
係
を
持
た
ず
皇
位
継
承
に
有
力
な
皇
子
の
母
と
な
る
こ
と
を
理
想
と
す
る
皇

后
像
が
こ
の
時
期
に
形
成
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

ま
た
『
日
本
書
紀
』
で
は
、
皇
女
を
皇
后
に
定
め
、
皇
后
の
所
生
子
を
皇
太
子
す
る
こ
と
が
、
安
定
的
に
皇
位
を
継
承
す
る
も
の
で
あ
る
こ

と
を
物
語
っ
て
お
り
、
皇
女
を
皇
后
と
す
る
ケ
ー
ス
が
多
い
こ
と
か
ら
、
先
学
で
は
令
制
以
前
よ
り
皇
后
は
皇
女
よ
り
選
出
さ
れ
る
「
伝
統
」

が
あ
り
、
こ
れ
が
後
宮
職
員
条
妃
・
夫
人
・
嬪
条
に
反
映
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
て
き
た
が
、『
古
事
記
』
編
纂
段
階
で
は
、
歴
代
皇
后
が
定
め

ら
れ
て
お
ら
ず
、『
日
本
書
紀
』
の
成
立
に
よ
っ
て
、
皇
女
（
内
親
王
）
を
皇
后
と
す
る
潤
色
が
加
え
ら
れ
た
と
仮
定
す
る
な
ら
ば
、
後
宮
職

員
条
妃
・
夫
人
・
嬪
条
は
令
制
以
前
の
「
伝
統
」
が
法
制
化
さ
れ
た
も
の
と
は
評
価
で
き
な
い
。
堅
塩
媛
の
よ
う
に
「
大
后
」
の
伝
承
を
も
つ

キ
サ
キ
の
う
ち
、『
日
本
書
紀
』
で
は
「
皇
后
」
に
追
号
さ
れ
な
か
っ
た
氏
族
出
身
の
「
大
后
」
も
い
た
可
能
性
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

第
三
節

鸕
野
讃
良
皇
女
の
立
后
と
持
統
天
皇
の
諡
号

吉
野
の
盟
約

は
じ
め
に
で
も
触
れ
た
よ
う
に
、「
皇
后
」
の
称
号
は
天
武
皇
后
の
鸕
野
讃
良
皇
女
（
天
智
天
皇
女
、
の
ち
の
持
統
天
皇
）
と
考
え
ら
れ
て
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い
る
。『
日
本
書
紀
』
に
お
い
て
鸕
野
讃
良
は
、
天
武
天
皇
即
位
前
紀
の
后
妃
と
皇
子
女
の
記
載
で
は
一
番
目
に
名
が
挙
げ
ら
れ
る
キ
サ
キ
で

あ
る
。

『
日
本
書
紀
』
天
武
天
皇
二
年
二
月
癸
未
条
に
は
「
二
月
丁
巳
朔
癸
未
。
天
皇
命
二
有
司
一。
設
二
壇
場
一
即
二
帝
位
於
飛
鳥
浮
御
原
宮
一。
立
二
正

妃
一
爲
二
皇
后
一。
皇
后
生
二
草
壁
皇
子
尊
一。
先
納
二
皇
后
姉
大
田
皇
女
一
爲
レ
妃
。
生
三
大
来
皇
女
与
二
大
津
皇
子
一。（
中
略
）
次
納
胸
形
君
徳
善
女

尼
子
娘
。
生
二
高
市
皇
子
命
一。（
後
略
）(41
)」

と
あ
り
、
一
番
目
に
皇
后
の
鸕
野
讃
良
皇
女
（
草
壁
母
）、
二
番
目
に
大
田
皇
女
（
大
来
・
大
津
母
）

が
記
載
さ
れ
、
九
番
目
に
胸
形
君
徳
善
女
尼
子
娘
（
高
市
母
）
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。
キ
サ
キ
の
掲
載
順
は
出
自
の
尊
卑
で
、
所
生
子
も
母
の

尊
卑
に
よ
り
序
列
化
さ
れ
る
決
ま
り
で
あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る

鸕
野
讃
良
は
『
日
本
書
紀
』
で
は
、
天
武
即
位
翌
年
に
立
后
し
た
と
記
さ
れ
る
が
、
寺
西
貞
弘
氏
は(42
)、

天
武
八
年
（
六
七
九
）
正
月
に
出
さ

れ
た
「
其
諸
王
者
。
雖
レ
母
非
二
王
姓
一
者
莫
レ
拜
。
凡
諸
臣
亦
莫
レ
拜
二
卑
母
一。(43
)」

の
史
料
と
、
同
年
五
月
に
吉
野
盟
約
記
事(44
)を

根
拠
に
、
鸕
野

讃
良
が
皇
后
の
地
位
を
明
確
で
き
た
の
は
、
草
壁
皇
子
を
皇
太
子
に
定
め
た
天
武
八
年
の
こ
と
だ
と
指
摘
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
皇
女

（
内
親
王
）
を
皇
后
と
し
、
天
皇
の
キ
サ
キ
に
序
列
化
す
る
動
き
は
、
天
武
八
年
に
萌
芽
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
鸕
野
讃
良
の
立
后
を
契

機
に
、
皇
位
継
承
順
位
を
定
め
る
目
的
で
、
皇
女
(内
親
王
)を
最
上
位
の
「
皇
后
」
と
す
る
序
列
が
形
成
さ
れ
、
皇
后
は
「
然
今
如
二
一
母
同

産
一
慈
之
」
と
あ
る
よ
う
に
皇
位
継
承
者
た
ち
の
母
で
あ
る
こ
と
が
強
調
さ
れ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

『古
事
記
』『
日
本
書
紀
』
の
「
ヒ
メ
」

こ
の
こ
と
は
、『
日
本
書
紀
』
の
「
ヒ
メ
」
の
書
き
分
け
か
ら
も
指
摘
で
き
る
。「
ヒ
メ
」
は
『
古
事
記
』
で
は
「
比
売
」「
毘
売
」「
日
女
」

と
表
記
さ
れ
る
が
、
出
自
に
よ
る
明
確
な
書
き
分
け
は
な
く
、『
古
事
記
』
に
先
行
し
て
成
立
し
た
と
考
え
ら
れ
る
「
天
寿
国
繍
帳
」
で
は

「
ヒ
メ
」
は
「
比
弥
」
の
み
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、『
古
事
記
』
以
降
の
成
立
の
『
日
本
書
紀
』
で
は
「
ヒ
メ
」
は
「
姫
」
と
「
媛
」
と
書

き
分
け
が
み
ら
れ
る
。
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時
野
谷
滋
氏
は
、
こ
の
書
き
分
け
に
つ
い
て
、「
姫
」
は
周
の
姓
、「
媛
」
は
美
女
の
こ
と
で
「
若
干
の
例
外
を
除
け
ば
、
天
神
地
祇
お
よ
び

天
皇
の
子
な
い
し
孫
に
対
す
る
美
称
と
し
て
「
姫
」、
自
余
を
「
媛
」
と
す
る
」「
貴
き
」
を
「
姫
」、「
自
余
」
を
ば
「
媛
」
と
す
る
意
識(45
)」

と

「
姫
」
と
「
媛
」
の
書
き
分
け
の
尊
卑
を
指
摘
し
て
い
る
。

『
日
本
書
紀
』
の
「
ヒ
メ
」
の
書
き
分
け
を
み
る
と
、
神
代
の
「
媛
」
は
、
菊
理
媛
神
（
五
段
第
十
の
一
書
で
『
古
事
記
』
に
な
し
）・
稲
田

姫
（
八
段
本
文
、
し
か
し
八
段
一
書
第
一
・
第
二
・
第
三
の
一
書
で
は
稲
田
媛
）・
下
照
姫
〈
亦
名
高
姫
、
亦
名
稚
国
玉
〉（
第
九
段
本
文
、
し

か
し
九
段
一
書
第
一
で
は
下
照
媛
）
な
ど
い
く
つ
か
の
例
外
を
除
き
、
天
神
地
祇
の
神
名
は
全
て
「
姫
」
で
統
一
さ
れ
、
神
武
即
位
以
降
は
、

例
え
ば
気
長
足
姫
尊
(神
功
皇
后
)の
よ
う
に
五
世
王
ま
で
の
皇
親
は
「
姫
」、
氏
族
出
身
は
「
媛
」
を
用
い
て
お
り
、
時
野
谷
滋
氏
の
指
摘
の

通
り
、
明
確
な
書
き
分
け
が
あ
る
。

持
統
天
皇
の
諡
号
も
『
続
日
本
紀
』
の
崩
御
後
の
火
葬
の
記
事
で
は
「
大
倭
根
子
天
之
広
野
日
女
尊(46
)」

と
あ
る
が
、『
日
本
書
紀
』
で
は
大

宝
三
年
（
七
〇
三
）「
高
天
原
広
野
姫
天
皇(47
)」

と
あ
り
「
日
女
」
が
「
姫
」
と
表
記
さ
れ
て
い
る
。『
日
本
書
紀
』
は
養
老
四
年
（
七
二
〇
）、

『
続
日
本
紀
』
は
延
暦
一
六
年
（
七
九
一
）
の
完
成
で
あ
る
が
、
山
田
英
雄
氏
は
、
一
旦
定
め
ら
れ
た
持
統
の
諡
号
が
修
正
さ
れ
て
い
る(48
)と

指

摘
し
て
お
り
、
当
初
は
「
日
女
」
と
漢
字
表
記
さ
れ
た
が
、
の
ち
に
「
姫
」
に
改
め
ら
れ
た
も
の
と
し
て
い
る
。

こ
う
し
た
「
ヒ
メ
」
の
書
き
分
け
は
、「
ミ
コ
ト
」
の
書
き
分
け
と
も
共
通
し
て
お
り
、
渡
辺
茂
氏
は
『
古
事
記
』
で
は
「
命
」
と
表
記
す

る
「
ミ
コ
ト
」
を
、『
日
本
書
紀
』
で
は
、
尊
卑
に
よ
っ
て
「
命
」
と
「
尊
」
に
書
き
分
け
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。『
日
本
書
紀
』
に

は
「
号
二
国
常
立
尊
一。〈
至
レ
貴
曰
尊
。
自
余
曰
命
。
並
訓
二
美
拳
等
一
也
。
下
皆
倣
レ
此
。〉(49
)」

と
あ
り(50
)、「

ヒ
メ
」
の
書
き
分
け
と
共
に
『
日
本
書

紀
』
に
通
底
す
る
編
纂
方
針
と
い
え
よ
う
。

ま
た
『
古
事
記
』
で
は
、
君
主
号
が
「
天
皇
」
な
の
に
対
し
て
、
正
妻
は
「
適
后
」「
大
后
」「
皇
后
」
と
対
の
表
記
に
な
っ
て
お
ら
ず
、
子

は
男
女
と
も
「
王
」
の
表
記
で
あ
る
。
一
方
『
日
本
書
紀
』
の
君
主
号
は
「
天
皇
」、
キ
サ
キ
は
正
妻
が
「
皇
后
」、
生
母
が
「
皇
太
后
」
と

「
皇
太
夫
人
」
に
分
か
れ
、
子
は
皇
嗣
の
「
皇
太
子
」、
そ
れ
以
外
の
「
皇
子
」「
皇
女
」
に
書
き
分
け
ら
れ
、
孫
は
「
王
」「
姫
王(51
)」

と
男
女
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の
書
き
分
け
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
王
権
内
部
の
序
列
の
決
定
を
『
日
本
書
紀
』
に
反
映
さ
せ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
、
律
令
の
規
定
に
従
っ
た
書

き
分
け
で
あ
っ
た
と
指
摘
で
き
る
。
伝
承
さ
れ
た
キ
サ
キ
を
出
自
に
よ
っ
て
書
き
分
け
る
こ
と
で
、
過
去
に
遡
っ
て
女
性
の
出
自
を
序
列
化

し
、
皇
位
継
承
の
順
位
や
皇
親
の
範
囲
を
定
め
る
こ
と
で
皇
位
継
承
の
正
当
性
を
創
出
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
書
き
分
け
が
徹
底
さ
れ
て
い
る
の
は
『
日
本
書
紀
』
の
み
で
、
七
一
三
年
に
編
纂
命
令
の
あ
っ
た
風
土
記
に
は
「
息
長
帯

比
売
天
皇
（
※
紀
で
は
気
長
足
姫
尊
）」・「
倭
健
天
皇
（
※
紀
で
は
日
本
武
尊
）」・「
橘
皇
后
（
※
紀
で
は
弟
橘
媛
、
記
で
は
弟
橘
比
売
命
）」

と
、
記
紀
に
み
え
る
歴
代
天
皇
・
皇
后
と
必
ず
し
も
と
一
致
し
な
い
。
現
存
す
る
風
土
記
の
う
ち
『
出
雲
国
風
土
記
』（
七
三
三
年
）
の
み
成

立
年
代
が
伝
え
ら
れ
る
が
、
成
立
年
代
の
伝
わ
ら
な
い
風
土
記
に
つ
い
て
瀧
音
能
之
氏
は
「
天
皇
」「
皇
后
」
の
称
号
に
着
目
し
て
成
立
年
代

を
検
討
し
て
い
る(52
)が

、
こ
の
点
に
注
目
す
れ
ば
、
も
と
も
と
天
皇
や
皇
后
の
伝
承
は
、
地
域
の
墓
の
被
葬
者
の
伝
承
と
結
び
つ
き
、
各
地
に
展

開
し
て
い
た
と
い
え
よ
う
。
そ
の
伝
承
を
『
日
本
書
紀
』
で
統
一
す
る
こ
と
で
、
出
自
に
尊
卑
を
設
け
君
臣
や
都
雛
を
序
列
化
し
、
王
権
の
強

化
と
皇
位
継
承
の
正
当
性
の
獲
得
す
る
ね
ら
い
が
あ
っ
た
と
意
義
づ
け
ら
れ
る
。
し
か
し
高
市
皇
子
の
薨
去
記
事
に
「
後
皇
子
尊(53
)」

と
あ
る
こ

と
か
ら
、
草
壁
皇
子
没
後
に
後
継
者
と
し
て
重
視
さ
れ
て
い
た
の
は
高
市
で
、
母
の
尊
卑
に
よ
る
継
承
順
位
の
序
列
化
は
、
持
統
晩
年
の
段
階

で
も
不
徹
底
で
あ
っ
た
。

ま
と
め

以
上
、
後
宮
職
員
令
の
妃
・
夫
人
・
嬪
条
の
出
自
規
定
と
『
日
本
書
紀
』
に
登
場
す
る
皇
后
を
『
古
事
記
』
の
大
后
や
、
天
寿
国
繍
帳
か
ら

比
較
し
て
検
討
し
て
き
た
。
そ
の
結
果
、
令
制
以
前
の
天
皇
（
大
王
）
キ
サ
キ
は
、
生
前
は
厳
密
に
身
分
が
序
列
化
さ
れ
ず
、
皇
女
よ
り
も
氏

族
出
身
の
キ
サ
キ
が
上
位
に
い
る
こ
と
も
起
こ
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
キ
サ
キ
の
序
列
化
は
、
草
壁
皇
子
が
立
太
子
し
た
天
武
八
年
（
六

七
九
）
頃
よ
り
進
め
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
の
時
に
定
め
ら
れ
た
八
色
の
姓
に
よ
る
身
分
秩
序
に
よ
っ
て
、
皇
親
と
真
人
以
下
の
臣
下
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の
区
分
が
明
確
化
し
、
キ
サ
キ
も
出
自
に
よ
っ
て
皇
親
と
氏
族
に
分
化
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
天
皇
系
譜
に
連
な
る
伝
承
を
も
つ
氏
族
を

真
人
と
し
て
皇
親
と
区
別
す
る
基
準
が
「
五
世
王
」
で
あ
っ
た
。

こ
う
し
た
尊
卑
に
よ
っ
て
『
日
本
書
紀
』
で
は
「
ヒ
メ
」
が
、
皇
親
出
身
の
「
姫
」
と
、
氏
族
出
身
の
「
媛
」
に
書
き
分
け
ら
れ
、
皇
女
の

立
后
は
、
古
く
か
ら
の
「
伝
統
」
と
認
識
さ
れ
る
に
至
っ
た
。
こ
う
し
た
皇
統
の
尊
卑
の
意
識
は
、『
日
本
書
紀
』
の
完
成
後
の
七
二
四
年
に

は
聖
武
生
母
の
藤
原
宮
子
の
「
皇
太
夫
人
」
尊
号
事
件(54
)契

機
に
貴
族
層
に
深
く
認
識
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
え
る
。
藤
原
光
明
子
は
安
宿
媛
と

い
う
名
で
あ
っ
た
が
、
光
明
子
自
身
「
藤
三
娘
」
と
自
著
す
る
よ
う
に
、
立
后
後
に
「
安
宿
媛
」
と
名
の
る
こ
と
は
な
か
っ
た
ら
し
い
。

藤
原
光
明
子
の
立
后
以
降
は
、
光
仁
皇
后
の
井
上
内
親
王
は
廃
后
と
な
り
、
ま
た
桓
武
妃
の
酒
人
内
親
王
は
、
皇
后
と
な
っ
た
藤
原
乙
牟
漏

の
次
位
と
な
り
、
内
親
王
が
必
ず
し
も
皇
后
と
な
っ
て
は
い
な
い
。
ま
た
承
和
の
変
後
、
淳
和
皇
后
・
正
子
内
親
王
所
生
の
恒
貞
親
王
が
皇
太

子
を
廃
さ
れ
、
仁
明
女
御
の
藤
原
順
子
が
所
生
子
恒
貞
親
王
の
即
位
に
よ
っ
て
女
御
か
ら
皇
太
夫
人
と
な
っ
て
お
り
、
後
宮
職
員
令
妃
条
で
想

定
さ
れ
た
内
親
王
を
皇
后
と
す
る
意
図
が
、
令
制
後
、
定
着
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
後
宮
制
度
や
キ
サ
キ
を
序
列
化
す
る
皇
后
制
は
、
急
激

な
東
ア
ジ
ア
の
国
家
統
一
の
な
か
で
中
国
を
模
倣
す
る
形
で
成
立
さ
せ
る
が
、
当
初
よ
り
運
用
に
成
功
せ
ず
平
安
初
期
に
は
そ
の
意
図
自
体
が

無
実
化
し
た
も
の
と
み
ら
れ
る
。

こ
れ
は
奈
良
時
代
に
、
律
令
に
よ
っ
て
皇
后
を
中
心
と
す
る
中
国
的
な
後
宮
制
度
自
体
が
成
立
し
な
か
っ
た
こ
と
と
関
連
し
て
お
り
、
後
宮

は
平
安
京
遷
都
以
降
に
、
内
裏
に
殿
舎
を
整
え
る
形
で
再
整
備
さ
れ
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
が
こ
の
点
に
つ
い
て
は
今
後
の
展
望
と
し
た

い
。

註

(1
)
寺
西
貞
弘
「
鸕
野
皇
女
と
吉
野
の
盟
約
」（
横
田
健
一
先
生
古
稀
記
念
会
編
『
日
本
書
紀
研
究
一
五

政
治
・
制
度
篇
』
塙
書
房
、
一
九
八
七
年
）。
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(2
)
熊
谷
公
男
「
木
簡
に
記
さ
れ
た
「
天
皇
」
と
「
皇
子
」」（『
日
本
の
歴
史
〇
三

大
王
か
ら
天
皇
へ
』
講
談
社
、
二
〇
〇
一
年
）。
平
川
南
「「
王
」「
大

王
」
か
ら
「
天
皇
」、「
倭
」
か
ら
「
日
本
」」（『
日
本
の
歴
史
一

日
本
の
原
像
』
小
学
館
、」
二
〇
〇
八
年
）。
原
朋
志
「
大
后
と
三
后
」（『
続
日
本
紀
研

究
』
三
五
七
、
二
〇
〇
五
年
）。

(3
)
『
令
義
解
』
後
宮
職
員
令
妃
・
夫
人
・
嬪
条
（
新
訂
増
補
国
史
大
系
本
、
以
下
同
）。
ま
た
律
令
の
条
文
の
解
釈
つ
い
て
は
、
日
本
思
想
大
系
『
律
令
』

（
岩
波
書
店
、
一
九
七
七
年
）
を
参
照
し
た
。

(4
)
家
永
三
郎
「
上
宮
聖
徳
法
王
帝
説
」（
日
本
思
想
大
系
『
聖
徳
太
子
集
』
岩
波
書
店
、
一
九
七
五
年
、
初
出
一
九
五
三
年
）。
沖
森
卓
也
、
佐
藤
信
、
矢

嶋
泉
『
上
宮
聖
徳
法
王
定
説
―
注
釈
と
研
究
』
吉
川
廣
文
館
、
二
〇
〇
五
年
。

(5
)
『
令
義
解
』
公
式
令
平
出
条
。

(6
)
中
国
で
は
「
后
」
は
元
来
天
子
の
妻
。
秦
漢
以
降
「
皇
后
」
と
な
り
、「
后
」
は
王
の
妻
を
さ
す
よ
う
に
な
る
。「
大
后
」
は
「
后
」
の
尊
称
。
新
羅
の

君
主
の
妻
も
「
大
后
」
を
称
す
。
東
野
治
之
「
大
王
号
の
成
立
と
天
皇
号
」（『
日
本
古
代
金
石
文
の
研
究
』
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
四
年
）
初
出
一
九
八
〇

年
。
山
﨑
か
お
り
「
上
代
日
本
に
お
け
る
「
大
后
」
の
語
義
」（『
埼
玉
学
園
大
学
紀
要

人
間
学
部
篇
』
一
〇
、
二
〇
一
〇
年
）。

(7
)
『
令
義
解
』
後
宮
職
員
条
妃
・
夫
人
・
嬪
条
。

(8
)
『
令
義
解
』
官
位
令
一
品
条
、『
令
義
解
』
官
位
令
正
一
位
条
、『
令
義
解
』
衣
服
令
内
親
王
礼
服
条
、『
令
義
解
』
衣
服
令
女
王
条
。

(9
)
岸
俊
男
「
光
明
立
后
の
史
的
意
義
―
古
代
に
お
け
る
皇
后
の
地
位
―
」（『
日
本
古
代
政
治
史
研
究
』
塙
書
房
、
一
九
六
六
年
）。

(10
)
牧
野
巽
「
殷
に
お
け
る
同
姓
不
娶
制
存
否
の
問
題
」（『
牧
野
巽
著
作
集
第
一
巻
』
御
茶
ノ
水
書
房
、
一
九
七
九
年
）
初
出
一
九
三
四
年
。
尾
形
勇
「
中

国
の
姓
氏
」（
井
上
光
貞
（
他
）
編
、
東
ア
ジ
ア
世
界
に
お
け
る
日
本
古
代
史
講
座
一
〇
『
東
ア
ジ
ア
世
界
に
お
け
る
社
会
と
習
俗
』
學
生
社
、
一
九
八
四

年
）。
坂
元
真
一
「
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
同
姓
不
婚
規
範
の
軌
跡
」（
伊
藤
亞
人
先
生
退
職
記
念
論
文
集
編
集
委
員
会
編
『
東
ア
ジ
ア
か
ら
の
人
類
学
国

家
・
開
発
・
市
民
』
風
響
社
、
二
〇
〇
六
年
）。

(11
)
岸
俊
男
「
光
明
立
后
の
史
的
意
義
―
古
代
に
お
け
る
皇
后
の
地
位
―
」（『
日
本
古
代
政
治
史
研
究
』
塙
書
房
、
一
九
六
六
年
）。

(12
)
後
宮
職
員
令
妃
条
の
「
四
品
以
上
」
と
あ
る
が
、
品
は
女
性
で
は
内
親
王
の
位
階
で
あ
る
こ
と
が
『
令
義
解
』
衣
服
令
内
親
王
礼
服
条
に
規
定
が
あ
る
。

(13
)
正
倉
院
宝
物
『
楽
毅
論
』。
奥
の
軸
付
に
天
平
十
六
年
（
七
四
四
）
十
月
三
日
と
あ
る
。

(14
)
『
続
日
本
紀
』
天
平
元
年
八
月
戊
辰
条
（
新
日
本
古
典
文
学
大
系
本
、
以
下
同
）。

(15
)
『
続
日
本
紀
』
天
平
元
年
八
月
壬
午
条
。
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(16
)
拙
稿
「
八
世
紀
の
皇
后
像
と
そ
の
地
位
」（『
駒
沢
史
学
』
五
七
、
二
〇
〇
一
年
）。

(17
)
『
続
日
本
紀
』
天
平
元
年
二
月
条
。

(18
)
前
掲
書

註
（
11
）

(19
)
『
続
日
本
紀
』
天
平
元
年
八
月
壬
午
条
。

(20
)
新
川
登
亀
男
「
山
上
憶
良
と
新
「
日
本
」
の
都
市
民
」（『
日
本
古
代
史
を
生
き
た
人
々
』）
大
修
館
、
二
〇
〇
七
年
）。

(21
)
三
浦
祐
之
氏
は
、
序
は
「
弘
仁
私
記
序
」
が
成
立
す
る
弘
仁
十
年
（
八
一
九
）
頃
に
多
氏
に
よ
っ
て
加
筆
さ
れ
た
と
す
る
。
三
浦
祐
之
「
偽
造
さ
れ
た

古
事
記
「
序
」」（『
古
事
記
の
ひ
み
つ
─
歴
史
書
の
成
立
─
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
七
年
）。

(22
)
矢
島
泉
『
古
事
記
の
歴
史
意
識
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
八
年
。

(23
)
青
木
和
夫
『
白
鳳
・
天
平
の
時
代
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
三
年
。

(24
)
林
陸
郎
『
人
物
叢
書

光
明
皇
后
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
六
年
。

(25
)
吉
田
晶
「
古
代
国
家
の
形
成
」（『
岩
波
講
座
日
本
歴
史
二
』
岩
波
書
店
、
一
九
七
五
年
）。

(26
)
倉
塚
曄
子
「
兄
と
妹
の
物
語
」『
巫
女
の
文
化
』
平
凡
社
、
一
九
七
九
年
。
同
『
古
代
の
女
』
平
凡
社
、
一
九
八
六
年
。

(27
)
小
林
茂
夫
「
妹
の
力
・
婚
姻
・
子
ど
も
」（『
周
縁
の
古
代
史
』
有
精
堂
、
一
九
九
四
年
）。

(28
)
梅
村
恵
子
「
皇
女
の
結
婚
」（『
家
族
の
古
代
史
―
恋
愛
・
結
婚
・
子
育
て
―
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
七
年
）。

(29
)
義
江
明
子
「
古
代
女
帝
論
の
転
換
と
そ
の
背
景
」（『
人
民
の
歴
史
学
』
一
六
五
、
二
〇
〇
五
年
）。
同
「
古
代
女
帝
論
の
過
去
と
現
在
」（『
王
権
を
考
え

る
七
ジ
ェ
ン
ダ
ー
と
差
別
』
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
二
年
）。

(30
)
仁
藤
敦
史
『
女
帝
の
世
紀
』（
角
川
撰
書
、
二
〇
〇
六
年
）
二
三
頁
。

(31
)
仁
藤
敦
史
「
古
代
女
帝
の
成
立
―
大
后
と
皇
祖
母
―
」（『
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
研
究
報
』
一
〇
八
、
二
〇
〇
三
年
）。
義
江
明
子
「「
娶
生
」
系
譜
に

み
る
双
方
的
親
族
関
係
―
「
天
寿
国
繍
帳
銘
」
系
譜
―
」（『
日
本
古
代
系
譜
様
式
論
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
〇
年
）
初
出
、
一
九
八
九
年
。

(32
)
『
日
本
書
紀
』
仁
徳
天
皇
三
八
年
正
月
戊
寅
条
。

(33
)
『
日
本
書
紀
』
敏
達
天
皇
四
年
正
月
甲
子
条
。

(34
)
『
古
事
記
』
下
巻

仁
徳
天
皇
段
。

(35
)
『
古
事
記
』
下
巻

敏
達
天
皇
段
。
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(36
)
現
存
の
天
寿
国
繍
帳
の
文
字
は
ほ
と
ん
ど
が
欠
損
す
る
が
、
上
宮
聖
徳
法
王
説
に
よ
っ
て
四
〇
一
字
の
銘
文
が
伝
え
ら
れ
る
。
銘
文
は
亀
に
四
文
字
ず

つ
刺
繍
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
伝
来
す
る
銘
文
に
は
一
文
字
の
衍
字
が
含
ま
れ
て
い
た
が
、
飯
田
瑞
穂
氏
の
検
討
か
ら
、
現
在
で
は
四
〇
〇

文
字
の
全
文
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
飯
田
瑞
穂
「
天
寿
国
繍
帳
銘
の
復
原
に
つ
い
て
」（『
中
央
大
学
文
学
部
紀
要
』
四
一
、
一
九
六
六
年
）。
以
下
、

天
寿
国
繍
帳
銘
文
は
飯
田
氏
の
復
元
に
よ
る
。

(37
)
『
日
本
書
紀
』
推
古
天
皇
二
十
年
二
月
庚
午
条
。

(38
)
『
聖
徳
太
子
平
氏
伝
雑
勘
文
』
所
引
『
上
宮
記
』
逸
文
「
上
宮
太
子
御
子
孫
竝
后
等
事
」。

(39
)
『
古
事
記
』
中
巻

神
武
天
皇
段
。
拙
稿
「
日
本
古
代
の
「
適
后
」
―
ス
セ
リ
ビ
メ
の
婚
姻
譚
を
中
心
に
」（『
古
代
文
化
研
究
』
二
五
、
二
〇
一
七
年
）。

(40
)
『
古
事
記
』
下
巻

安
康
天
皇
段
。

(41
)
『
日
本
書
紀
』
天
武
天
皇
二
年
二
月
癸
未
条
。
青
木
和
夫
「
日
本
書
紀
考
証
三
題
」（『
日
本
律
令
国
家
論
攷
』
一
九
九
二
年
、
初
出
一
九
六
二
年
）。

(42
)
寺
西
貞
弘
「
鸕
野
皇
女
と
吉
野
の
盟
約
」（
横
田
健
一
先
生
古
稀
記
念
会
編
『
日
本
書
紀
研
究
一
五

政
治
・
制
度
篇
』
塙
書
房
、
一
九
八
七
年
）。

(43
)
『
日
本
書
紀
』
天
武
天
皇
八
年
正
月
戊
子
条
。

(44
)
『
日
本
書
紀
』
天
武
天
皇
八
年
五
月
乙
酉
条
。

(45
)
時
野
谷
滋
「『
日
本
書
紀
』
の
用
字
三
題
―
姫
と
媛
と
彦
―
」（『
藝
林
』
五
三
（
二
）、
二
〇
〇
四
年
）

(46
)
『
続
日
本
紀
』
大
宝
三
年
十
二
月
十
七
日
条
。

(47
)
『
日
本
書
紀
』
持
統
天
皇
即
位
前
紀
。

(48
)
山
田
英
雄
「
古
代
天
皇
の
諡
に
つ
い
て
」（『
日
本
古
代
史
攷
』
岩
波
書
店
、
一
九
八
七
年
）
初
出
一
九
七
三
年
。

(49
)
『
日
本
書
紀
』
神
代
上
、
第
一
段
。

(50
)
渡
辺
茂
「「
尊
」「
命
」「
王
」」（
肥
後
先
生
古
記
記
念
論
文
刊
行
会
『
日
本
文
化
史
研
究
』
弘
文
堂
、
一
九
六
九
年
）。

(51
)
直
木
孝
次
郎
「
称
号
「
姫
王
」
に
つ
い
て
」（『
額
田
王
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
七
年
）。

(52
)
瀧
音
能
之
「
風
土
記
と
天
皇
号
」（
瀧
音
能
之
編
『
律
令
国
家
の
展
開
過
程
』
名
著
出
版
、
一
九
九
一
年
）。

(53
)
『
日
本
書
紀
』
持
統
十
年
七
月
庚
戌
条
。

(54
)
前
掲
註
（
30
）
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